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   第 ４ 回   熊本県議会  建設常任委員会会議記録 

 

平成24年７月25日(水曜日) 

            午後１時59分開議 

            午後３時22分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 熊本広域大水害に係る被害状況等につい

て 
 入札制度見直し結果の検証について 

――――――――――――――― 

出席委員(７人) 

        委 員 長 森   浩 二 

        副委員長 渕 上 陽 一 

        委  員 井 手 順 雄 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 早 田 順 一 

        委  員 内 野 幸 喜 

        委  員 杉 浦 康 治 

欠席委員(１人) 

        委  員 岩 中 伸 司 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 土木部 

        部  長 船 原 幸 信 

       政策審議監 佐 藤 伸 之 

      道路都市局長 猿 渡 慶 一 

      建築住宅局長 生 田 博 隆 

        監理課長 金 子 徳 政 

    土木技術管理課長 西 田   浩 

      道路保全課長 亀 田 俊 二 

      都市計画課長 内 田 一 成 

      下水環境課長 軸 丸 英 顕 

        河川課長 林   俊一郎 

        港湾課長 松 永 信 弘 

        砂防課長 古 澤 章 吾 

        住宅課長 平 井   章 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 松 尾 伸 明 

   政務調査課課長補佐 森 田   学 

――――――――――――――― 

  午後１時59分開議 

○森浩二委員長 それでは、第４回建設常任

委員会を開催いたします。 

 本日は、前回の委員会において報告されま

した入札制度見直しの検証について再度説明

を受ける予定ですが、議事次第のとおり、ま

ず熊本広域大水害に係る被害状況等の説明を

受けまして、その後で入札制度の見直し結果

の検証を行いたいと思います。 

 それでは、執行部からの説明を受けたいと

思いますが、質疑は説明の後にそれぞれ受け

たいと思います。また、説明等を行われる

際、執行部の皆さんは着席のままで行ってく

ださい。 

 それではまず、船原土木部長から総括説明

をお願いします。 

 

○船原土木部長 それでは、着座のまま説明

させていただきます。 

 まず、７月12日の熊本広域大水害に係る被

害状況等について御報告申し上げます。 

 ７月12日の記録的な豪雨に伴いまして、阿

蘇地域及び白川中流域を中心に甚大な被害を

受けたところであります。 

 ここで、改めまして災害により亡くなられ

た方の御冥福を心からお祈りいたしますとと

もに、被害を受けられた方々に対しお見舞い

を申し上げます。 

 今回の豪雨による公共土木施設の被害額

は、７月24日現在で165億円余となります。

そのうち、特に甚大な被害を受けた阿蘇市で
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は、63億円余の被害額となっております。 

 土木部といたしましては、一日も早い復旧

に向けて最大限の努力をしてまいる所存でご

ざいますので、委員の皆様の御指導、御支援

をよろしくお願い申し上げます。 

 本日は、そのほか報告事項といたしまし

て、熊本広域大水害に係る被害状況等につい

て及び入札契約制度見直しの検証を御報告さ

せていただきます。 

 詳細につきましては担当課長から説明いた

しますので、御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 

○森浩二委員長 それでは次に、熊本広域大

水害に係る被害状況等について、関係課長か

ら順次説明をお願いします。 

 

○金子監理課長 報告事項１をお願いいたし

ます。 

 熊本県の災害対策本部の会議の状況につい

て御報告申し上げます。１ページでございま

す。 

 被災当日、７月12日午前５時20分に災害警

戒本部を設置し、午前７時に災害対策本部を

設置しております。以下、本日まで第16回の

災害対策本部を開催しております。 

 １ページめくっていただいて、３番目に、

関係機関の活動状況を掲載しております。 

 次のページ、被害情報でございます。 

 本日９時現在の熊本県災害対策本部で取り

まとめた被害状況でございます。(1)番の人

的被害でございますが、死者23名、行方不明

者２名。(2)の住宅被害の状況でございま

す。全壊、半壊等、熊本市及び阿蘇市等を含

め、合計で4,000棟弱の被害があっておりま

す。 

 今後、県の対応方針でございますが、地元

消防、地元警察等により行方不明者の捜索に

当たるとともに、避難者の生活も長期化して

おります。市町村等と連携して、被災地のニ

ーズの把握、支援に万全の対策を講じること

としております。それにあわせ、全庁挙げて

災害対策に当たることとしております。 

 以上、災害対策本部関係の説明でございま

す。 

 

○亀田道路保全課長 道路保全課でございま

す。 

 私のほうから、道路災害の被害状況につき

まして御報告を申し上げます。 

 インデックスがついておるかと思います

が、まず、河川課のインデックスの２ページ

目を恐れ入りますけれどもおあけいただきた

いと思います。横表の左側に２ページと打っ

てあるところ、河川課の３枚目でございま

す。 

 左のほうに、今回の被害状況の総括表が掲

げられております。この中ほどに、道路、橋

梁というのがございまして、道路関係の災害

が件数で538件、金額で48億7,400万円、それ

から、橋梁災害が17件、被害総額が18億9,10

0万円という、現時点での報告がなされてお

ります。 

 次に、道路保全のＡ３の図面のほうに戻っ

ていただきます。 

 少し図面が小さくて申しわけございません

が、交通規制の現時点におきます全面交通ど

めの箇所をあらわしておりまして、規制箇所

をピンクの四角囲みであらわしております。

左上の表をごらんください。 

 被災直後は県下の176カ所で全面通行どめ

となりましたが、昨日、24日17時現在で、全

面通行どめの継続箇所は国道１カ所、県道20

カ所、計21カ所となっております。 

 阿蘇地域の幹線道路の状況につきまして、

若干御説明をいたします。 

 国道57号の阿蘇市一の宮町滝室坂におきま

して大規模な斜面崩壊が発生したことから、

12日の朝５時40分から全面通行どめとなって

おります。国土交通省では、昼夜施工で懸命
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の復旧作業を行っておられますが、現在のと

ころ、通行どめの解除の時期としては９月上

旬になる見込みということでございます。図

面の赤の点線は、各方面への国道57号の迂回

路を示しております。 

 県管理の主要幹線道路につきましては、国

道が265号の箱石峠付近と、県道が大規模な

山腹崩壊が発生しました一の宮町三野の主要

地方道別府一の宮線、通称やまなみハイウエ

ーでございますが、ここがいずれも全面通行

どめを継続中でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 阿蘇地域の主な災害の被災状況をあらわし

ております。 

 図面の凡例をお示ししなくて申しわけござ

いませんが、赤のバッテンは、現在も全面通

行どめの箇所でございます。青のバッテン

は、既に片側交互交通で開放した箇所でござ

います。 

 写真の左上から順に、国道212号の大観峰

付近は、21日に全面通行どめを解除しており

ます。左上から２枚目は、先ほど説明しまし

た別府一の宮線、下段左は、白川の出水で代

官橋の左岸橋台背面が流失した状況でござい

ます。それから、次横が、57号の先ほど申し

ました滝室坂の被災状況並びに仮復旧の状況

でございます。３枚目が、国道265号箱石峠

付近の山腹崩壊の状況です。右下と上は、高

森波野線、南小国波野線の被災状況でござい

ます。 

 次のページをお願いいたします。 

 県南地域の主な道路災害の状況でございま

す。 

 今回の豪雨による災害は、県北のみなら

ず、球磨地方を中心に県南の各地域でも多く

の災害が発生しております。 

 写真左上から、五木村の宮原五木線は、五

木小川という河川が氾濫しまして、頭地から

約３～４キロのところで道路の一部が崩壊し

ております。次の球磨村の219号と写真右中

央の五木村の国道445号につきましては、山

側からの土砂が道路に堆積しまして、一時交

通が不能となりましたが、応急復旧工事を行

い、現在は片側通行で通行が可能となってお

ります。そのほかは、一般県道の被災状況で

ございます。 

 きょう現在、直轄国道を含めますと、県内

で22カ所の全面どめが継続中でございます

が、地元では、関係者一同、一日も早い規制

解除に向け懸命の復旧作業工事を行っている

ところでございます。 

 以上が道路関係の被災状況でございます。 

 

○林河川課長 河川課でございます。 

 河川の被害状況について御報告いたしま

す。 

 タイトルが、平成24年７月九州北部豪雨に

よる洪水被害についてと記載された資料にな

ります。 

 まず、表紙の写真でございますが、右は、

今回甚大な浸水被害が発生いたしました熊本

市北区の龍田陳内４丁目のほぼピーク時に当

たります午前10時の氾濫状況の写真になりま

す。左は、同じ地区になりますが、逃げおく

れた住民を県の防災ヘリが救出活動を行って

いる模様になります。 

 １枚おめくりください。 

 まず、今回の雨の概要でございます。 

 ７月12日の未明から、熊本、それから阿蘇

地方を中心に猛烈な雨になりまして、これま

でに経験したことのないような大雨になりま

した。 

 右下の棒グラフをごらんください。 

 坊中観測所での１時間と３時間雨量を基本

の最多雨量と比較した図になります。いずれ

も、これまでの最高を上回る観測史上最高の

１時間で124ミリ、３時間で315ミリの雨量を

記録しております。 

 左下の図をごらんください。 

 過去の主要洪水における24時間雨量を比較
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したものになります。 

 左が、昭和28年の、いわゆる6.26水害にな

りますが、このときが24時間で432ミリ、真

ん中が、近年の主要洪水であります平成２年

で376ミリ、これに対しまして、右の今回

は、わずか７時間で28年を上回る452ミリに

達しております。 

 右上の図をごらんください。雨量のコンタ

ー図になります。 

 ごらんのように、特に阿蘇地方を中心に記

録的な集中豪雨になったことがうかがえま

す。 

 ２ページをごらんください。 

 この雨による公共土木施設の被害の状況に

なります。 

 家屋浸水のほかに、左の表にありますよう

に、河川、砂防、それから道路といった、い

わゆる公共土木施設に記載のような被害が発

生しております。 

 最下段にありますように、現時点で箇所数

では約1,600カ所、金額では約165億円の被害

になっております。 

 地域ごとの件数割合を示したものがその右

の円グラフになります。 

 ごらんのように、件数ベースで約６割が阿

蘇管内に集中しております。これは金額ベー

スでも同じでございます。 

 ３ページをごらんください。 

 この雨による水位の状況になります。 

 ごらんのグラフは、熊本市の白川・代継橋

地点における水位を示したものであります。

白川の上流で１時間に100ミリ前後の雨が４

時間連続して継続したことなどで、２時間で

約４メートルという急激な水位上昇が観測さ

れております。 

 また、今回の最高水位は、グラフにありま

すとおり、6.32と、これまでの最高水位を更

新しておりまして、昭和31年の観測以来史上

最高になっております。 

 浸水被害が特に甚大であった白川水系の熊

本市とそれから阿蘇市の状況について、次に

御説明いたします。４ページをごらんくださ

い。 

 まず、熊本市の状況でございます。 

 ごらんの図は、左下が国と県の管理境界に

なります小磧橋から、右上は国体道路みらい

大橋、ここまでの約9.9キロを示しておりま

す。薄いブルーで着色した部分が今回の浸水

エリアになります。 

 表に記載のとおり、現時点では、浸水面積

が約100ヘクタール、約875戸の家屋浸水が確

認されておりまして、被害額は約110億円に

なっております。 

 今回、住宅の浸水被害が特に集中した地区

が、左下の赤い点線で囲んだ範囲になります

が、その部分を拡大したものが次の５ページ

になります。 

 ２地区ございまして、下流側が龍田陳内４

丁目、上流側が龍田１丁目になります。それ

ぞれの地区の浸水写真を下のほうに示してお

ります。 

 右上の表をごらんください。 

 左から２列目になりますが、両地区合わせ

た浸水面積は合計で約23ヘクタール、浸水戸

数は約500戸、被害額は約65億円になってお

ります。 

 ６ページをお願いいたします。 

 次は、上流に当たります阿蘇市の黒川でご

ざいます。 

 図面右が上流、左が下流になります。薄い

ブルーが今回の浸水エリアになりますが、ほ

ぼ全線にわたりまして浸水が発生しておりま

す。表に記載のとおり、浸水面積は約2,000

ヘクタール、約2,700戸の家屋浸水が確認さ

れておりまして、被害額は約300億円という

ふうになっております。 

 ７ページをごらんください。 

 最後に、復旧に向けての対応状況でござい

ます。 

 まず１でございますが、国交省の緊急災害
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対策派遣隊、いわゆるＴＥＣ－ＦＯＲＣＥに

よる支援活動が、発生当日の12日から実施さ

れております。白川、菊池川ほかにおきまし

て、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ19名によりまして被

災状況の調査、復旧方針への技術的支援、助

言をいただきました。 

 ２の土木部でも、災害応援ということで、

初動対応、情報収集などを目的に、技術職員

27名を阿蘇と菊池などへ派遣いたしました。 

 ３、被災箇所の応急対策でございます。大

規模災害時支援協定に基づきまして、建設業

協会の御協力をいただき、土のう積み等の応

急処置を実施しております。 

 最後に４、今後の復旧、復興に向けた取り

組みでございます。甚大な被害が発生した河

川につきましては、再度災害防止の観点か

ら、効果的な治水対策について早急に検討を

進めてまいります。また、被災箇所につきま

しては、できる限り速やかな復旧に努めてま

いりたいと思っております。 

 それから、１級水系の治水対策につきまし

ては、国と連携しながら、上下流バランスも

考慮しながら取り組んでまいりたいと思いま

す。今後とも議会の御指導、御鞭撻をお願い

いたします。 

 以上です。 

 

○古澤砂防課長 インデックスの砂防課のと

ころをごらんいただきたいと思います。 

 今回の大災害におけます土砂災害における

被害状況でございます。 

 まず、人命、それから家屋に係る土砂災害

情報として掲載しております。 

 今回の災害では、23名の方のとうとい命を

失っております。その大半がこの土砂災害で

失われております。 

 まず１番目に、阿蘇市の坂梨で、山腹崩壊

に伴いまして家屋が２戸倒壊し、６名の方が

亡くなられております。また、その一の宮の

三野でも、同じく土石流や崖崩れによりまし

て４名の方が亡くなられておられます。同じ

く、一の宮手野、ここでも土石流、崖崩れに

よりまして５名の方がお亡くなりでございま

す。また、阿蘇内牧の近くの三久保で土石流

２件が発生し、ここでも３名の方が亡くなら

れております。それから、南阿蘇村立野、新

所３カ所で崖崩れが発生しておりまして、こ

こで３名の方がお亡くなりでございます。計

20名の方がお亡くなりで、また、１名の方が

まだ行方不明ということでございます。 

 それから、菊池市内で２カ所、豊間とそれ

から旭志伊萩で崖崩れが起こっておりますけ

れども、家には被害を及ぼしたものの死傷者

はなく、また、無事に救助を得られまして命

には別状ないということで聞いております。 

 それから、県南のほうでございますけれど

も、球磨村、相良、五木でそれぞれやはり土

石流が発生しております。球磨村の神瀬で

は、国道219号線を一時通行どめにするよう

な土石流が発生しておりますけれども、人家

１戸が被災しておりましたけれども、避難済

みということで人命の損傷はございません。

それから、相良村の四浦西におきましても、

２件の土石流が発生しておりますけれども、

こちらでも人家には被害は及ぼしましたけれ

ども、死傷者等の人命には被害を及ぼしてお

りません。また、五木村の九折瀬でも土石流

が発生しております。ここでは人家１戸が被

災し、ここでも無事に人命の被災はございま

せんでした。その他、益城町でも、田原で崖

崩れが起こり、人家に軽少の被災を起こした

ということの報告を受けております。 

 これ以外にも、人家等の被害がない土砂災

害が現時点で103カ所確認しております。ま

た、砂防施設被災でございますけれども、こ

れにつきましても現在198カ所を確認してお

るところでございます。また、さらに調査を

継続しておりますので、詳細については、今

後また御報告させていただきたいと思いま

す。 
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 今後の対応方針でございますが、土砂災害

発生箇所で特に緊急性が高い箇所を対象にし

まして、災害関連緊急砂防事業につきまし

て、おおむね１カ月の採択申請に向けて、今

現在国との協議とそれから調査を行っている

ところでございます。 

 その他、土砂災害が発生した箇所につきま

しても、砂防激甚災害対策特別緊急事業の採

択に向けて、調査を並行して進めているとこ

ろでございます。 

 １ページめくっていただきまして、土砂災

害に関しまして、各県下一円で被害が起こっ

ております。特に、やはり阿蘇が86件という

ことで大きい数字が上がっております。全体

で103カ所ということでございます。 

 １枚めくっていただきまして、特に甚大な

被害が起こりました阿蘇地域での土砂災害の

位置図でございます。 

 Ａ３の縦長でございますけれども、左下の

ほうにありますのが南阿蘇立野の新所という

ところで、２名の方が亡くなられたところで

ございます。それから、左側上でございます

けれども、阿蘇市三久保、ここで２カ所土石

流が発生しておりまして、三久保①、三久保

②ということで、ここでも死者３名を数えて

おります。それから、右上でございますけれ

ども、阿蘇市一の宮手野で、宮川３あるいは

土井川というところで土石流が発生し、ここ

で５名の方がお亡くなりになっておられま

す。それから、一の宮町の三野で、これは阿

蘇品川１で上げておりますけれども、ここに

はたくさんの土石流が発生しておりまして、

土砂災害を起こしておりまして、ここで４名

の方が亡くなられております。それから最後

に、一の宮町の坂梨でございます。これが一

番報道等でも大きく報道されました、いわゆ

る山腹崩壊から土石流となり、６名の方がお

亡くなりになっているところでございます。 

 ２枚めくっていただきますと、それぞれの

被災箇所の概略の図面を掲載させていただい

ております。詳細につきましては、この調書

をごらんいただきたいと思います。 

 砂防課からの説明は以上でございます。 

 

○松永港湾課長 港湾課です。 

 インデックスがあるかと思いますけれど

も、港湾課のほうから、海岸漂着物等に関す

る対応状況について御説明いたします。 

 海岸の管理は、河川課所管の建設海岸、農

地整備課所管の農地海岸、漁港漁場整備課所

管の漁港海岸及び港湾課所管の港湾海岸の４

海岸がございますけれども、今回の豪雨災害

に伴います海岸漂着物については港湾課で取

りまとめを行っておりますので、これら４海

岸全体の状況について御説明いたします。 

 まず、７月24日時点における漂着物の状況

ですが、全体で65海岸、３万4,351立米が確

認されております。内訳といたしましては、

有明海沿岸では、荒尾市の荒尾海岸ほか17海

岸に１万6,403立米が、また、八代海沿岸で

は、宇城市の手場海岸ほか46海岸に１万7,94

8立米が漂着しております。なお、天草西海

岸での漂着物は確認されておりません。 

 次に、漂着物を再度海域へ漂流させないた

めの応急措置につきましては、建設業協会と

の災害時の支援活動に関する協定に基づきま

して、７月18日に知事から協力要請を行いま

した。これを受けまして、天草と八代地域で

は回収作業を完了いたしまして、漂着量が多

い玉名と宇城地域では現在作業中でございま

す。 

 なお、裏面の写真は、上天草市の大潟海岸

における応急措置の状況でございます。 

 また、今回の作業には、４地域合計で現時

点で122社の建設業協会会員、企業の皆様に

御協力いただいていることを御報告いたしま

す。 

 最後に、漂着物の最終的な処理につきまし

ては、海岸漂着物は一般廃棄物に区分される

ことから、原則として焼却処分が必要となり
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ます。このため、国交省事業であります災害

関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業の採

択に向けて関係省庁との協議を行っていると

ころで、事業採択後、海岸関係４課が連携

し、できるだけ早期の処理に努めたいと考え

ております。 

 説明は以上です。 

 

○平井住宅課長 住宅課でございます。 

 住宅というインデックスがついている資料

をごらんいただきたいと思います。 

 被災者に対する住宅支援の状況について報

告をさせていただきます。 

 まず、１の県営住宅の提供でございます

が、①の提供条件としまして、対象住宅は、

入居の申請がなされたときに空き住戸となっ

ているもの、これは県営住宅は常時入退去が

行われておりますので、常に20戸ほどの入居

可能な空き住戸がございます。これを提供し

ております。 

 対象者は、住宅の損壊の程度が半壊以上の

被災者の方で、市町村からの罹災証明を受け

られている方。入居期間は原則６カ月以内

で、最大１年まで更新可能。費用は、敷金、

家賃などは無料、共益費や光熱水費は自己負

担をお願いしております。 

 次に、②の申請、入居決定の状況でござい

ますが、17日から受け付けを開始しておりま

して、24日現在で――これは現時点でも同じ

でございますが、申請された方が８世帯21

名、このうち既に入居されている方が４世帯

９名でございます。全て入居されている方は

熊本市民の方でございます。 

 次に、２の応急仮設住宅建設への対応でご

ざいますが、阿蘇市におかれまして43戸の木

造仮設住宅の建設が計画されており、同市の

協力要請を受けまして、候補地として示され

た敷地の現地確認や配置計画などの技術支援

を行うとともに、建設に当たりましては、昨

年、県と災害協定を結びました熊本県優良住

宅協会に協力を要請しておりまして、現在施

工工期やコスト等の建設条件の整理、施工の

ための設計図書の作成を進めております。今

後できるだけ早期に工事着手ができるよう、

作業を進めている状況でございます。 

 住宅課は以上でございます。 

 

○森浩二委員長 以上で被害状況の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 質疑はありませんか。 

 

○西聖一委員 本当に復興に向けて、私も現

場に何回か行きましたけれども、建設業界の

協力ってすごく何か目立ったんですね。先ほ

どから協定を結んでいるという話があったん

ですけれども、これは何ですか、費用につい

ては後追いで、出来高で弁償するような方法

になっているんですか。それとも、ボランテ

ィアというわけじゃないと思うんですけれど

も、お聞きしたいと思います。 

 

○金子監理課長 費用負担できるものとボラ

ンティア的な要素があるものがあると思いま

すけれども、極力費用負担できるものについ

ては費用負担をする予定にしております。 

 

○西聖一委員 ボランティアは私は否定はし

ませんけれども、あんまりボランティアに頼

ると、やっぱり私はおかしいと思うので、業

界は業界でしっかり働いてもらうように、そ

して、それを行政はしっかりバックアップし

ていくような協定が望ましいと思うので、ボ

ランティアに頼らなくて、できるだけ見てあ

げるようにしてもらえたらなというふうに思

っています。 

 以上です。 

 

○松永港湾課長 補足いたしますけれども、

今回の先ほど御説明いたしました海岸漂着物
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の回収の応急措置につきましては、後ほど、

先ほど御説明いたしました補助事業が採択さ

れた段階で、きちっと実績をお支払いすると

いうようなことを考えているところです。 

 

○早田順一委員 砂防課にお尋ねします。 

 今回お亡くなりになられた方が土砂災害の

方々ということでございまして、報道により

ますと、土砂災害の警戒区域で、15カ所中９

カ所が警戒区域外だったということで報道が

されておりましたけれども、地図上で見る

と、それぞれの地区でしているところとして

いないところとあるんですが、その指定の調

査の仕方というのはどのようにされているん

でしょうか。ここをやってしまうとか、危な

いところから点々としていくのか、その調査

の仕方をちょっとお尋ねしますけれども。 

 

○古澤砂防課長 まず、先生のお尋ねは土砂

警戒区域の指定でございますね。 

 土砂警戒区域の指定につきましては、ベー

スになります土砂災害危険箇所というのがま

ずベースになって、そこからまずピックアッ

プいたしまして基礎調査、基盤調査というこ

とを行います。そのときには、ある程度エリ

アを全般的にやっております。先生おっしゃ

るのは、危険箇所の緊急度の高いところから

やっていけばどうだという御質問かとちょっ

と思いますけれども、エリア的に一固まりの

やつをまず大きく調査いたします。 

 なぜそういうことをやっているかと申しま

すと、土砂災害で避難区域を設定するわけで

ございますけれども、そのエリアが、集落あ

るいは住戸の連檐した地域、そこに１つじゃ

なくてたくさんの危険箇所があったりします

ので、そういったものをまとめて調査をして

警戒区域の指定をやっていくという考え方、

そしてまた、地元の方々に、危険箇所がこう

いうところにあります、避難体制をつくる必

要がありますということの説明をしていくと

いうことで考えております。 

 今回の、危ないところから優先にやったら

いいじゃないかというのも、確かにそうでご

ざいます。そこだけじゃなくて、周りもやは

り危ないところがあるということを認識して

いただくためにも、面的な形での調査をやっ

てきているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○早田順一委員 その調査の仕方ですね。国

の基準があると思いますが、調査をするとき

に、何を基準にその調査をされているのかと

いうか、だから、近くの場所で調査をすると

ころとしていないところがあって、結局して

いないところが崩れてお亡くなりになられた

りしているわけでしょう。だから、その土地

の地質というか、そういうところをどんなふ

うにされているのかが私は不思議なんですよ

ね。だから、例えば、急傾斜であっても地盤

がしっかりしているところとか、緩やかなと

ころでも地盤が緩いところとか、そういう基

準の調査の仕方が、何か見直しが必要じゃな

いかなという思いがしたんですけれども、い

かがですか。 

 

○古澤砂防課長 先生の御指摘は的を射てい

ると思います。 

 土砂警戒区域の指定につきましては、いわ

ゆる渓流であれば、先ほど申し上げました、

土石流危険渓流をベースに、いわゆる谷筋に

なっているところが１つとして地形図から判

断して調査をやり、警戒区域を設定するよう

にしております。あと、崖でございますけれ

ども、崖につきましても、30度以上というも

のを崖ととらえて、そこを崖の危険箇所と。

そこを、また先ほどの基盤調査の中で調査し

て警戒区域としているところでございます。

ですから、先生のおっしゃいました、地質を

どれほど考慮しているのかということは、そ

の中では考慮はされていないと。いわゆる、
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地形図から判読して、ここは危険な傾斜があ

る、危険な谷があるということで判定をして

警戒区域というのを定めております。 

 ですから、先生のおっしゃいましたよう

に、地質をもっと考えて、例えば阿蘇のいわ

ゆる火山灰土質であれば、こんなに緩い勾配

でも危ないんじゃないかということまで考慮

すべきじゃないかということは、今回の災害

で私どもは非常に感じたところでございま

す。 

 以上でございます。 

 

○早田順一委員 そのことは、県が決めるこ

とじゃなくて、国の法律上にのっとってされ

ているわけでしょう。だから、国自体のそう

いった基準を変えてもらわないと、これから

もそういった指定外でもこういった死亡事故

が起きたりとかすると思いますので、しっか

り国のほうには言っていただきたいというふ

うに思います。 

 

○井手順雄委員 先ほど西先生のほうからお

話がありました、建設業界が今回は大いに目

立ったと。先ほどの話を聞いとったら、ボラ

ンティアで出て当たり前のごたる言い方をし

たですな。 

 県としては、この建設業界がおらんかった

ら、あなたたちは何ができてたというような

ことですよ。おってこそこういう復旧ができ

た、できているという状況じゃなかろうかと

私は思っております。まず出てくる言葉が、

建設業界に感謝しているとか、そういう言葉

が一番最初出てくる言葉じゃなかっですか。

どぎゃん思いですか。当たり前と思うとんな

はっとですか。 

 

○金子監理課長 今回も含めて、阿蘇、菊池

を含めて、かなり建設業協会も当初から…… 

 

○井手順雄委員 阿蘇だけじゃありません

よ。熊本市からも出ていますよ。 

 

○金子監理課長 そういう意味では本当に感

謝しているところでございますし、災害対策

本部のほうでも、活動状況については報告さ

せていただいております。 

 

○井手順雄委員 やはり今回、こうやって出

てくださいというようなことで、気持ちよく

協会は受けて出ておられます。しかしなが

ら、中には、県から１本も受注していないの

に何で出らなんかというふうなことを考えな

がら、やっぱり災害だからということで一生

懸命今復旧をやっておられます。そういうこ

とを考えれば、やっぱり業界というのは絶対

必要なんですよ。私はそう思っております。 

 そのためには、その業界に対して、やはり

もう少し手厚くいろんなことを考えてやる。

費用を出せるところは出しますけれども、ボ

ランティアのところはボランティアて、そう

じゃないんですね。やはり見てやるところは

見てやるというようなことをひとつ考えてい

ただきたいというのが１点と、あと、やはり

県の工事にしろ、市町村の工事にしろ、仕事

を持っています業界は。それを取りやめて今

現在復旧されております。その際、自分たち

の受注した工事というのはストップしている

んですね。これに対して、何らかの――その

弊害で工期が長くなって工期内に間に合わぬ

だったとか、そういった何らかの手当てとい

うのは、されるようなあれはありますか。 

 

○金子監理課長 今のところ具体的にこうい

う工期の延長を考えないかぬという事態はま

だ聞いておりませんけれども、今回の被災の

対応に伴ってそういうことが発生すれば、請

負契約の中で配慮したいと思っております。 

 

○井手順雄委員 ぜひともそういうことは配

慮してやっていただきたいというふうに思い
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ますし、後から本題に入っていくんでしょう

けれども、そちらのほうでまたお話しします

けれども、この業界のあり方というのか、や

はりこれは改めて、私は、建設業界というの

は重要な存在なんだというのを、県民、また

皆さん方が認識されたというふうに思ってお

りますので、やはり今後は土木部としては、

協会のスムーズな再建というか、今後生活が

できるような体制をもう一歩考えてやってい

ただきたいというふうに思います。 

 それと、港湾課にお聞きしますけれども、

先ほど、これは実費で回収したものはお支払

いするというようなことでございます。熊本

市海岸はありませんでした。そうなんですけ

れども、今第１発目で回収が行われてこうい

う数字が出ています。いよいよ大潮になって

きて、今度は第２波というのがまた海岸に寄

ってきます。８月いっぱいぐらいまでは、こ

の瓦れきというのは出てくるんじゃなかろう

かと予想されます。海面に浮遊しているやつ

がですね。そうした場合、いつごろまでこれ

は続けるというか、そういったお金が出ると

いうか、回収を続けられるものなのか、幾ら

までになったら取りやめとか、そういった何

か取り決めはあるんですかね。 

 

○松永港湾課長 井手委員おっしゃいました

ように、正直申し上げて、まだ日々漂着の状

況は変わっている段階です。といいますの

も、やっぱり先週末が大潮でございまして、

今小潮になっていますけれども、潮汐である

とか潮流によってまだ海面を漂っている、漂

流している漂着物、流木とか相当あるという

ような報告を受けています。ですから、毎

日、潮の干満によって数量が相当大きく変動

しているのが実態でございます。 

 それにつきまして、先ほど説明しましたよ

うに、関係省庁と協議して、できるだけ早く

本格的な最終処分をやりたいと思うんですけ

れども、委員御指摘のように、まだまだちょ

っと先が見えない状況で、できるだけ観測を

続けながら、やっぱり現場の状況を見て、で

きるだけ長くやらなきゃいけない。ただ、一

方では、早く着手しなきゃいけないものです

から、その兼ね合いを踏まえて考えていきた

いと思います。現時点でまだ、国といつまで

が最終処分だとか、そういうのは全くござい

ません。 

 

○井手順雄委員 海岸をずっと私も見て回っ

たんですが、やはりいわゆる建設業協会とい

っても機械で取りますね。したところが、届

かぬところ、何と言うのかな、海岸から遠い

ところにも漂着ごみがあるんですよ。だけ

ん、台船か何かで船で行って取れば簡単なん

ですけれども、それが現在やれていないと。

逆に言うならば、港湾関係の会社に言うて、

そういった船を出して海から取るような形も

とったらどうかなと思ったんですが、その辺

はいかがでしょうか。 

 

○松永港湾課長 現実問題といたしまして、

もう天草は既に終わったと御報告したんです

けれども、天草もやっぱりどうしても道がな

い海岸等がございまして、そういうときは船

舶を利用して、台船等を持っていって処理し

ているといった事実もあります。 

 ですから、先ほど言いましたように、宇城

と玉名は今本格的にやっていますけれども、

そういう現場もございますので、そのあたり

も踏まえてやっていくこととしております。 

 以上です。 

 

○井手順雄委員 お願いします。 

 

○内野幸喜委員 今の海岸漂着物の件でちょ

っとお伺いしたいんですけれども、きのうか

ら荒尾のほうからやっていまして、私も実際

現場を見に行ってきました。業界の方ともい

ろいろ話して、非常に頑張っていただいてい
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たんですけれども、先ほどまさにおっしゃっ

ていたとおり、これから第２波というか、漁

協の方もおっしゃっていましたけれども、30

日ぐらいからまた大潮になるんじゃないかと

いうことで非常に心配されていたんですが、

そこで漂着物の処理ですね。先ほどちょっと

話出ましたけれども、実際長洲の方と話した

ら、これは長洲の場合は玉名の広域で焼却施

設を持っているんですけれども、各町の判断

で、例えばこれを早急に処理したいというと

ころもあるわけですね。これはもう当然海岸

だけじゃなくて、阿蘇地域とか、そういった

ところもそうだと思うんですけれども、その

辺は県から何か働きかけとか、こういうふう

にしてくれとか各市町村に言っているのか、

もしくは市町村のほうからも多分そういう問

い合わせとかあると思うんですよね。その辺

はどんな感じなのか。これは港湾課だけじゃ

なくても、部長のほうでも何か、今対応とい

うか、どういうふうにしているのかというの

を、その辺をちょっと聞かせいただければと

思います。 

 

○松永港湾課長 今委員御指摘のように、現

実問題として、今私のほうに来ていますの

が、やっぱり運び出しができない海岸という

のもございます。ですから、そういう場合

は、現場で焼却ができないかという御相談も

来ています。 

 先ほど言いましたように、基本的には、一

般廃棄物なものですから、清掃工場での焼却

が原則なんですけれども、そういうどうしよ

うもない現場においては、これは原則から外

れるんですけれども、海岸管理者が焼却処分

するというのはできない法じゃない。これは

玉名でも例年やっているんですけれども、そ

ういうやり方も考えていかなくちゃいけない

と考えています。 

 それともう一つが、やっぱり現実に市町村

が早く処分したいというのは、これははっき

り言って漁港でありますとか、港湾の中であ

りますとか、あとは海水浴場、そういうふう

な日常の使用に支障が生じる、そういうとこ

ろはもう既に各市町村とかで管理者のほうで

処分をしておられます。今やっているのは、

基本的に海岸の漂着というところなんですけ

れども、最終的に焼却も、いろんな各市町村

の事情で、なかなか燃えにくいとかいうのも

ありますので、これについても、できるだけ

早く関係市町村も集めて、地域振興局も集め

て、どういうふうな対応をやっていくかの打

ち合わせを今からやっていこうというふうに

考えています。 

 以上です。 

 

○内野幸喜委員 わかりました。いろんな問

い合わせがあると思うんですけれども、そこ

は柔軟に対応していただければと思います。 

 

○西聖一委員 ちょっと話が変わりますけれ

ども、今度の水害で立野ダムの予定地、あそ

この、要するに地盤の橋脚部分というか、基

礎部分が大分やられていますけれども、今私

のもらっているデータでは、立野ダムが仮に

できたとしても、水量を20センチぐらいしか

下げられないだろうという効果も言われてい

るし、そもそも今回土台が流れたということ

で、前から言われていました、あそこの地盤

は非常にもろいんじゃないかと、そういうと

ころにダムをつくるべきじゃないという意見

も入ってはいるんですよ。今はまだそういう

状況になっていないと思うんですけれども、

県の考えとして、やっぱりあそこに立野ダム

をつくったほうがいいと思っているかどう

か。それから、土壌について、本当に安全な

んだろうかという見解があったらちょっとお

聞きしたいんですけれども。 

 

○林河川課長 立野ダムにつきましては、御

承知のとおり、熊本市を流れます白川改修の
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一環ということでございまして、県といたし

ましては、その必要性というものについては

十分認識しておるところでございます。 

 御承知のとおり、一昨年から始まりました

ダム検証、これを今進めておりまして、県と

いたしましては、検証に当たりましては、予

断を持たずに、国の提示資料、こういったも

のを詳細に検討した上で県の意見を述べてい

くということにしております。 

 いずれにいたしましても、政令市熊本市を

流れる白川改修の一環でございますので、そ

の必要性についてはやはり認識しているとい

う立場でございます。 

 

○西聖一委員 現在は必要性を認めているの

はわかりますけれども、今回の災害を受け

て、またこれからそういう議論の場があるん

ですか。もうそれだけでいいです。 

 

○林河川課長 これまでにその再検証につき

ましては２回ほど検証が行われておりまし

て、その後パブリックコメントとかやってお

りまして、次回３回目の会議が――まだ時期

は未定でございますが、開催される予定にな

っております。 

 

○西聖一委員 わかりました。十分現状を踏

まえて、将来の必要性も当然ありますけれど

も、現状を踏まえた意見を県は言ってもらう

ように私はお願いをしたいと思います。 

 以上です。 

 

○杉浦康治委員 ちょっと象徴的なこととし

て最初に住宅のところなんですけれども、県

営住宅の提供ということで記載がありますけ

れども、熊本市についてどういうふうな対応

をされたかというのが把握されているのであ

れば教えていただきたいということと、今回

かなり広域的なということで、熊本市も含め

た被災の状況になっているんですが、いわゆ

る政令市以後についてこういうような状況に

なった場合に、国とのやりとりあるいは対応

の仕方というのが、今後何か変化が出てくる

のかどうかということについてちょっとお尋

ねをしたいと思います。 

 

○平井住宅課長 まず、熊本市でございます

が、確かに住宅の被害は大きく出ております

が、今のところ、熊本市は民間賃貸住宅も相

当持たれております。そういったものの対応

あるいは市営住宅、それから県営住宅にもお

入りになっておりますし、そういったことの

対応で被災者の方々を受け入れていくという

ことを聞いております。 

 それから、今回のことにつきまして、政令

市にはなっておりますが、これは災害救助法

に基づく支援ということでございますので、

そういった意味では、政令市あるいはそれ以

外の市町村との相違はないものだというふう

に考えております。 

 

○杉浦康治委員 政令市になったからといっ

て、特別、今までと違った熊本市側の組織な

り対応なり、国とのやりとりが発生するとい

うことは多分ないだろうということですか

ね。 

 

○平井住宅課長 やはり同じように、その災

害救助法に基づく――窓口は健康福祉部がな

っておりますが、熊本市も、ほかの市町村と

同じように、そこを通じて国とやりとりをや

っていくというような形は同じだというふう

に思っております。 

 

○早田順一委員 河川課にお尋ねしますけれ

ども、復旧、復興に向けた取り組みの中で

「再度災害防止の観点から、効果的な治水対

策について早急に検討を進める。」というふ

うに書いてありますけれども、効果的な治水

対策という言葉が、今回のこの７時間で452
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ミリ降ってこういったような被害が出たわけ

ですけれども、これぐらいの雨を想定した治

水対策をされるということなんでしょうか。 

 

○林河川課長 災害復旧につきましては、原

形復旧というのがこれは基本になりますけれ

ども、同じような復旧をしたのでは、再び同

じような災害をこうむってしまうというケー

スもございます。そういった場合につきまし

ては、改良的な要素を含めて対応するという

ことになりますが、河川の場合には、例えば

道路とは違いまして技術的な制約がございま

す。例えば道路の場合ですと、非常に狭いよ

うな箇所がございましたら、そこを広げると

いう対応ができますが、河川の場合には、例

えば上流部ですとか中流部で流下能力がない

ようなところがあった場合、不用意にそこを

広げますと、下流のほうにしわ寄せが参りま

して、場合によっては人災ということにもな

りかねませんので、その辺につきましては、

下流の進捗状況とバランスを図りながらある

いは下流と一緒になりながらと、そういった

計画上の制約を配慮するということが必要で

ございますけれども、極力そういった改良的

要素を加えた改良、改修ができるように、県

としても頑張っていきたいという気持ちを込

めたコメントでございます。 

 

○早田順一委員 何かよくわからなかったん

ですけれども、結局は100％防げないという

ことなんですかね。多少は被害が出ても、大

きな被害を出さないようにしていくというこ

とでしょうか。 

 

○林河川課長 実は、昨年の3.11の津波もご

ざいますけれども、ハードだけではやっぱり

すべての災害、洪水について対応するという

のはなかなか難しい面もございますので、そ

このところはソフト対策と一体となった対策

を打っていきたいというふうに思っておりま

す。 

 

○早田順一委員 ということは、ハード面で

は防げないから、今回のような雨が、まあ何

年後、何十年後か降るかわかりませんけれど

も、そういう被害が起きそうなところは、と

にかく逃げて、少しでも被害を食いとめられ

るような治水対策をこれからやっていくとい

うことですね。 

 

○林河川課長 そのとおりでございますけれ

ども、できるだけハードでカバーできるとこ

ろについてはハードで頑張っていきたいと思

いますが、ハードでカバーできない分につい

てはソフトで補完していくといった対策もあ

わせてやっていきたいということでございま

す。 

 

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 ちょっと１つだけ聞いていいですか。砂防

課。 

 治山ダム、砂防ダムとあるんですけれど

も、今回の水害で満杯になった場合、あれは

中身は取らぬわけでしょう、たまった分は。

その後どうさるっとですか。 

 

○古澤砂防課長 既設ダムで、ダムがあった

おかげで土石流が軽減あるいはそこでとめた

ダムがございます。今回のやつで、今災害復

旧で、おっしゃるように、異常埋塞している

やつは取れるのは取っていく、そしてまた、

今回の新たなポケットと言っちゃちょっと語

弊がございますけれども、それを確保するた

め、砂防ダムの掘削を考えていきたいという

ふうに考えております。 

 

○森浩二委員長 それは災害で見らるっとで

すか。 
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○古澤砂防課長 災害で見れる部分と見れな

い部分、いわゆる通常の維持管理じゃないか

と言われる部分がございますので、災害で見

れる部分は災害で見たいと思いますし、通常

の維持管理の範囲であれば、そこは掘削をし

ないというふうに考えております。 

 

○森浩二委員長 わかりました。 

 ほかに質疑はないですね。――なければ、

次に、入札制度の見直し結果の検証について

執行部からの説明を受けたいと思います。 

 それでは、関係課長から説明をお願いしま

す。 

 

○金子監理課長 報告事項の２の資料をお願

いいたします。 

 前回の第３回建設常任委員会において、入

札契約制度の見直しの検証の報告の際に、委

員の各位から、詳細なシミュレーションが必

要であることと、元請、下請関係の適正化な

ど、下位ランク等の対策についての御意見等

もありまして、再度委員会で検証を行うこと

になりましたので、報告させていただきま

す。 

 資料といたしましては、報告事項２という

資料と、別冊で資料の１から４までのカラー

刷りのものを１冊、それと資料５を１冊配付

しております。 

 まず、報告事項の２の１ページをお願いい

たします。 

 今回の見直しは、建設投資が縮小する中

で、今後とも技術と経営にすぐれ、地域に貢

献する建設業者を確保するため市場環境の整

備をするもので、建設産業振興プラン、アク

ションプログラム及び建設業協会から県議会

に提出され採択されました公共工事における

需給アンバランスの早期是正を求める請願へ

の対応をするもので、主要な土木一式工事1,

000万以上について、十分な施工体制を有す

る上位ランク業者Ａ１、Ａ２ランクに集中し

て発注するというものでございました。 

 中段のグラフが、土木一式工事の発注標

準、格付の見直し内容でございます。 

 発注標準見直しの内容は、土木一式工事に

おいて、従来9,000万以上を特Ａ、3,000万以

上をＡ、1,200万以上をＢクラスに発注して

いたものを、5,000万以上についてはＡ１、

1,000万以上をＡ２、300万以上をＢ、それ以

下をＣクラスに発注することとしたものでご

ざいます。 

 また、格付を見直して、Ａ１ランクを60

者、Ａ２ランクを300者、Ｂランクを約500

者、Ｃランクを約1,030者としたものが主な

見直しの内容でございます。 

 次に、２ページをお願いいたします。 

 格付、発注標準の検証でございますが、各

ランクの発注標準額のシミュレーションにつ

いては、下記のシミュレーション設定表のと

おりですが、Ａ２ランク、ちょうど表の真ん

中ですけれども、Ａ２ランクの上限を6,000

万から4,500万まで、下限を2,000万から1,00

0万まで、それぞれ500万円刻みで12ケース、

12パターンのシミュレーションを実施いたし

ました。 

 シミュレーションの結果については、別冊

の資料の１をお願いいたします。カラー刷り

の別冊の資料１、Ａ４を横にしたものでござ

います。 

 まず、上段の棒グラフでございます。 

 各ランクごとの発注シェアで、一番左端

は、過去６年間の発注額を平均したものでご

ざいます。左から２番目以降のグラフが12ケ

ースのシミュレーションになります。一番上

のほうの青色がＡ１です。赤がＡ２ランクに

なります。緑がＢランクになります。 

 中段の検討１の表をごらんください。表の

３段目、Ａ１プラスＡ２という欄でございま

す。 

 これが72.3％となっております。これは過

去６年平均の上位ランクであります当時特Ａ
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とＡのシェアでございます。 

 今回の見直しは、上位ランクの発注シェア

を高めることを目的としておりますので、Ａ

２発注の下限を1,000万円に設定したものが9

2.6％というシェアになっています。上位ラ

ンクのシェアが高くなっております。 

 同じ検討１の表の１段目と２段目をごらん

ください。 

 過去６年のＡ１ランク、Ａ２ランク、当時

は特ＡとＡになりますけれども、平均シェア

は31.4％と40.8％でございます。特Ａクラス

が約３割、Ａクラスが約４割のシェアだった

ということでございます。 

 今回の見直しにより発注標準を引き下げる

ことは、下位ランクの発注分を上位ランクに

配分することになりますので、できるだけ上

位ランクのＡ１ランク、Ａ２ランクに均等に

配分される状況が望ましい姿と考えておりま

す。 

 最下段の検討２の表をごらんください。 

 Ａ１とＡ２ランクの増加率の比較でござい

ます。３段目のＡ１マイナスＡ２の差が少な

いものが、Ａ１、Ａ２により均等に配分され

るということになります。 

 一番左ですけれども、１の１のケースをご

らんください。 

 Ａ２が6,000万円から2,000万円のときの発

注標準の場合でございます。Ａ１が3.37％増

加します。Ａ２は7.15％増加します。これは

Ａ２ランクのほうに3.7％より多く配分され

たということになります。 

 次に、１枚めくっていただいて、資料２を

お願いいたします。 

 これまで発注総額の検討を行いましたが、

資料２は、１者当たりの発注額の減少率をシ

ミュレーションしたものです。 

 １者当たりの受注額は、発注総額の大幅な

減少によってすべてのランクで受注額が減少

しておりますため、１者当たりの発注額はす

べてマイナス表示になっております。その中

で、減少率、減少幅が、同じ上位ランクであ

るＡ１ランクとＡ２ランクとの間でできるだ

け差がない場合が一番均衡がとれているとい

うことになります。 

 下段の表をごらんください。 

 １の１のケース、Ａ２クラスの発注標準が

6,000万から2,000万の場合でございますが、

このケースでは、Ａ１がマイナス40.8％、Ａ

２がマイナス23.4％で、差が17.4％になりま

す。この差が小さいほど１者当たりの発注額

がＡ１、Ａ２で均衡がとれているということ

になります。 

 上段の折れ線グラフをごらんください。 

 Ａ１が青色でございます。Ａ２が赤色で、

それぞれの減少率になっております。両方の

グラフが接近するほど１者当たりの発注額の

差が少なく、上に行くほど発注額の減少率が

少なく有利になるということになります。 

 報告事項に戻らせていただきます。報告事

項の２ページをお願いいたします。 

 ２ページの最下段の部分でございます。

(3)のシミュレーション結果でございます。 

 まず、検討１で、上位ランクＡ１、Ａ２の

発注額の確保についてでございます。 

 1,000万以上の公共工事は、ほとんどが国

庫補助、交付金、起債対象事業など、会計検

査の対象になっているため、これらの工事

は、十分な施工体制を有する上位ランクＡ

１、Ａ２の建設業者に発注するとの基本的な

考えにより発注の見直しを行っております。 

 Ａ２ランクの発注標準の下限を1,000万円

にすることにより、過去６年間平均で72.3％

だったＡ１、Ａ２上位ランクのシェアが、9

2.6％までに拡大しております。このことに

より、平成23年度の土木工事が約126億円減

少する中で、上位ランクのＡ１、Ａ２は、昨

年度、平成22年度の発注総額の約86％を確保

できております。 

 このように、発注標準を1,000万円とした

１の３、２の３、３の３、４の３のケースの
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型は、土木工事が激減する中でも、上位ラン

クのＡ１、Ａ２への集中投資をするという目

的を達成できている状況になります。 

 検討２でございます。Ａ１とＡ２との均衡

した発注額の配分についてでございます。 

 上位ランクであるＡ１、Ａ２の発注シェア

を増加しても、どちらかにその配分が偏るこ

とは好ましくないため、Ａ１とＡ２のシェア

の増加率はできる限り均衡する設定が適当と

いう考えで検討しております。 

 この点からは、２の２のケース、Ａ２ラン

クが5,500万から1,500万、それと、３の３、

5,000万から1,000万、１の１、6,000万から

2,000万、３の２の5,000万から1,500万、２

の１のケースの5,500から2,000万の順で、Ａ

１とＡ２のシェアの増加が均衡している状況

にあります。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 検討３でございます。こちらは、１者当た

りの受注額、上位ランクＡ１、Ａ２の間の均

衡を検証したものでございます。 

 １者当たりの受注額、発注額は、発注総額

の大幅な減少により全ての場合で受注額が減

少しているものの、その減少幅は、同じ上位

ランクであるＡ１、Ａ２の間で差がないこと

が望ましいという形で検討しております。 

 この点で、Ａ１とＡ２との受注額の減少率

の差が少ないのは、順に、２の１の場合、３

の１の場合、３の２の場合、３の３の場合と

２の２の場合でございます。このうち、３の

１の場合を除き、Ａ２よりもＡ１のほうが受

注額の減少が大きくなっております。すなわ

ち、Ａ２の場合が有利になっているというこ

とでございます。 

 最後に、検討結果の総括でございます。 

 検討１の結果、Ａ２の発注標準の下限が1,

000万円の型である１の３、２の３、３の

３、４の３は、上位ランクの集中投資や受注

額の確保について最も効果が高いという結果

でございました。 

 検討２のＡ１ランクとＡ２の受注額のシェ

アの配分でございますが、この配分が均衡す

る型としては、２の２の場合、３の３、１の

１、３の２、２の１の順番に増加率が近いと

いう結果でございました。 

 第３の場合、これは１者ごとの受注額でご

ざいますけれども、同じ上位ランクであるＡ

１ランクとＡ２ランクの間で、１者当たりの

受注額の差が少ない型としては、２の１と３

の１、３の２、３の３、２の２の順に減少率

が近いという結果でございました。 

 最後に、シミュレーションの結果を、順位

点をちょっとつけさせていただいてシミュレ

ーション結果を点数化させていただきまし

た。それが５ページの中段にありますシミュ

レーション結果の順位一覧でございます。 

 検討１から３までの評価について、ケース

１からケース12までで一番目的に沿った評価

が得られたものを12点、それから、一番点数

が低いものを１点として加算した場合にどう

いう結果だったかというのを順位点一覧で記

載しております。 

 これによりますと、今回発注標準を設定し

た5,000万と1,000万の３の３のケースですけ

れども、これが一番いい結果になっていま

す。それと、２番目は２の２のケース、Ａ２

ランクを5,500万と1,500万にしたケースが２

番目、３番目が３の２のケース、Ａ２ランク

の上限を5,000万、下限を1,500万に設定した

この順番になっております。 

 結論でございますが、検討の結果、３の

３、現在の発注標準が見直し目的に沿ってお

り、上位ランクの間で一番均衡がとれた発注

標準ではなかったかと考えております。 

 最後に、６ページをお願いいたします。 

 下位ランクの業者、下請業者への対応につ

いてでございます。 

 平成23年６月の見直し時の下位ランク業者

の状況でございますが、Ｂ、Ｃランク業者

は、元請業者として県工事を受注する割合が
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少なく、上位ランクに比べ、県工事の受注減

による経営の影響は少ないものと考えており

ます。 

 資料については、別添資料３に、土木一式

業者の公共依存度についてグラフにしたもの

を添付しております。資料３をお願いいたし

ます。 

 資料３の一番上の表について、ちょうど右

から３列目が公共工事受注における県工事の

受注割合でございます。 

 下のグラフのほうが、その受注割合を棒グ

ラフにした表でございますが、特Ａの場合

は、県工事の割合は39.5％、Ａランクが36

％、Ｂが17.8、Ｃランクが14.4と、下位ラン

クに行くほど県工事の依存度が低くなってお

ります。 

 次に、平成23年度格付について、上位ラン

クＡ１、Ａ２を360者としております。平成2

2年度までは、特ＡとＡランクを合わせ304者

ということでございました。平成22年度まで

Ｂランクだった業者のうち、平成23年度から

66者が新たにＡ２ランクに格付されておりま

す。 

 最後に、平成23年度の下位ランク等の対策

でございますが、県外業者へ下請工事を出す

際に、下請報告書に理由書記載を義務づけて

おります。 

 また、今回の制度見直しに当たっては、建

設業協会全支部を訪問して、下位ランク業者

への下請工事等の発注促進を依頼しておりま

す。 

 次に、県建設産業連合会の県内業者への下

請工事等発注促進も依頼しております。 

 指名業者を、10者から、Ｂ、Ｃランクにつ

いては15者に拡大をしております。 

 それと、県内受注促進として、国等の出先

機関についても、県内企業の受注機会の確保

を依頼しております。 

 それと、優良工事施工者については、上位

ランクで入札を指名する制度について、従来

の各地域ランク１者について、３者まで拡大

をしております。 

 あと、今年度２月には、市町村に対して

も、県内企業の受注機会の拡大を依頼してお

ります。 

 最後に、その他元請、下請関係の適正化等

に対する施策の実施でございますが、別添の

資料４に取り組みの状況を記載しておりま

す。下請報告書提出による指導あるいは経営

事項審査時における指導、下請発注実態調査

あるいは工事現場一斉立ち入り等を行ってお

ります。今後とも元請、下請適正化や県内企

業の受注促進に向けて取り組んでいきます。 

 以上、報告事項についての説明を終わりま

す。 

 

○森浩二委員長 以上で執行部の説明が終わ

りましたので、質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 

○井手順雄委員 詳細に分析していただい

て、シミュレーションしていただきました。 

 基本的な考えが、上位ランクの集中投資と

いう観点からの考え方ですな。私がこの間言

ったのは、これはいずれはこういうことでや

ってほしいんだけれども、現時点において、

Ｂクラスあたりが仕事がもう激減している

と、500社近くいらっしゃる中で、その人た

ちを何とかできないかというようなことを強

く申し上げた前回の委員会でした。 

 しかしながら、今回も、その辺は全然関係

なく、上位ランクを集中投資し、３の３型

で、これが最もよかったという話ですけれど

も、２の２でもいいんじゃないかということ

でも問題ないと私は思っております。しか

し、これを何回言うても、執行部はそこで終

わろうとするんでしょうけれども、結局この

入札制度というのは、この発注標準というの

は、結局どこで切っても、例えば上位ランク

をよく集中したら下位ランクがだめになる、
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下位ランクをちょっと上げてみようとしたら

今度は上位ランクがだめになると、いわゆる

パイが一緒なんですね。その中でのやりとり

ということをやっても何の結論も出てこない

と。なら、どこに視点を置くかという形で、

執行部は上位ランクに視点を置いて考えてい

るということですたいな。私たちは、下位ラ

ンクを視点に置いて考えてくださいとお願い

しているんですけれども、ここに来て平行線

というような形ですたいな。 

 あと何を考えるのかたい、そうしたら、そ

この打開策。先ほども言ったように、建設業

界というのは大変必要な業界である、それを

どう守っていくかと。やはりＡ１も守らなく

ちゃいけない、Ａ２もＢも守っていかなくち

ゃいけない、そういうことをやっぱり県は考

えていくべきであろうと私は思うんですけれ

ども、そこで、この総発注量というのはどう

変えてもこの方式で行くというならば、あと

何を改正したらいいのかなと思う中で、やは

り最低価格ですよ。最低価格の見直し、私は

これが一番の打開策であろうと。百歩譲っ

て、じゃあ発注標準に関してはこれでオーケ

ーです。そのかわり、最低価格の見直しの検

討というのをぜひともしていただきたいなと

いう思いがあります。 

 九州においても、３県か４県かはもう90％

という話の中で、長崎あたりは95とかいう話

にもなっております。熊本県においては85前

後で今推移していると思いますけれども、そ

れを90に上げていただければこういう問題は

払拭するんじゃなかろうかという思いがあり

ますので、そこをちょっと検討していただき

たいなというふうに思います。何かコメント

があれば。 

 それともう１点、先ほど、災害でボランテ

ィアに行かれている業者があります。この業

者というのは全て把握されているとですか

ね。この２点。 

 

○金子監理課長 最低制限価格の見直しにつ

いては、積算の問題も含めて、十分検討して

まいりたいと思っております。 

 あと、災害のボランティアというか、災害

のほうの建設業協会の参加の業者関係でござ

いますが、県のほうで災害協定に基づいて要

請を行った業者については全て把握をしてお

ります。ただ、人命救助とか、それ以外の活

動もされておりますので、それについても、

対策本部を通じて全部確認をしたいと思って

おります。 

 

○井手順雄委員 今度経審あたりで、いろん

なボランティアとか総合評価等にも出てきま

すけれども、今回の災害でしっかり頑張った

人というのは、やっぱりどこかで加点してや

るべきだろうと私は思っています。そういっ

た意味では、今後、そういった総合評価だと

か経審の切りかえのときには、この辺をもう

ちょっと加点をしてやるとか、そういった対

応ができないかなと思うんですが、いかがで

しょうか。 

 

○金子監理課長 総合評価の加点もあるいは

経審についても、今回の災害等について、で

きるだけ反映できるような工夫をしたいと思

っております。 

 

○井手順雄委員 よろしくお願いしておきま

す。 

 以上です。 

 

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○西聖一委員 今井手委員もおっしゃいまし

たけれども、最低価格を上げていただくこと

は大事なことだと思うんですけれども、結局

Ａ１、Ａ２に金額が高いやつが集中するわけ

ですから、その孫請、下請というのは、やっ
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ぱりそのＣ、Ｄランクの業者に来るわけです

よね。そこで、今一番言われているのは、公

共事業のワーキングプアと言われているの

は、結局下請、孫請に行くときには人件費も

出ないようなやつで投げているという実態が

あるわけですよね。 

 入札の条件として、やっぱり仮に下請させ

る場合であっても、当然想定した単価の人件

費がその下請、孫請まで行けるようなことを

やってくれというのが今進められている公契

約条例なんですけれども、そういう考えは熊

本県は持っているんですかね。入札条件とし

て入れる考えはないですかね。 

 

○金子監理課長 公契約条例については、今

――県レベルではありませんけれども、政令

市等では幾つか進めているところはありま

す。ただ、国の見解といいますか、考えで

は、最低賃金法の問題とか、労働基準法の問

題とか、法律等の問題もありますので、今す

ぐに公契約条例を条例化するということは今

のところは考えておりません。 

 

○西聖一委員 今は考えていないことはわか

りますけれども、考えていただきたいのと、

僕は、Ａ１、Ａ２には集中してもいいけれど

も、やっぱり下請、孫請するところもちゃん

と適正な金額で下請させないと大変なことに

なると。やっぱり下のほうが苦しむ状況が出

てくるわけで、結局、それは県民ですから、

県民がまた税金を納めることもできなくなっ

て、生活保護が必要という悪循環になるわけ

ですから、そこはきちんと労働単価というの

が守られて、公共事業がしっかりいれば県

民、業者も潤うというような形をちゃんとし

てほしいな思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○内野幸喜委員 前回の委員会のときにお聞

きした分だったんですが、ちょうどきょう資

料をいただきました。県内の市町村の中で、

Ａ１、Ａ２の会社がない町村が幾つあります

かと。県内で２つの町と村、町と村が１つず

つがないということなんですけれども、やっ

ぱりそうしたときに一番心配なのが、先日の

豪雨災害等の復旧活動のときに、そうした建

設業界の方とかにお頼みするわけですけれど

も、例えば、この前も言いましたけれども、

もう今協会にも入らないとか、そういった声

もやっぱり出ているわけですよね。特にメリ

ットがないと。そうしたときに、そうした災

害が起こったときに迅速に対応していただけ

る会社がなくなるんじゃないかという懸念が

あるわけですよね。 

 これは町村名を出していいかのかどうかわ

からないですけれども、今回災害が起こった

管轄域内にあるわけですよね。その辺はどう

だったんですかね、実際今回は。 

 

○金子監理課長 まあ、幸いと言ったら何で

すけれども、今建設業協会の中には、阿蘇の

場合、菊池の場合も、Ｂクラス、Ｃクラスも

協会の中に入っていただきまして、今回の対

応について、協会では全体で取り組んでもら

いましたので、災害対応がおくれたというと

ころはなかったと聞いております。 

 

○内野幸喜委員 ただ、これから当然県の公

共工事の予算というのは減ってくるわけです

から、場合によっては業者さんの数も減る可

能性も出てくるわけですね。そうしたとき

に、これからそうしたこともやっぱり懸念材

料に私は出てくると思うんですよ。その点は

どうですか。 

 

○金子監理課長 先ほど井手委員からの指摘

も同じだと思うんですけれども、下位ランク



第４回 熊本県議会 建設常任委員会会議記録（平成24年７月25日) 

 - 20 - 

のＢ、Ｃクラスもきちんと――県のほうで

は、下請も含めてあるいは市町村工事も絡め

ながら、きちんと協会内部でも業者数が確保

できるような体制をとる工夫は必要と考えて

おりますので、そういう対応をしたいと思っ

ております。 

 

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。ないですね。――なければ、以上で質疑

を終了します。 

 今回の建設常任委員会の入札制度の見直し

結果の検証ですが、委員長としてのまとめと

して、執行部に対して要望があります。 

 全体として建設投資の減少があり、全ての

ランクとも発注量が減少しており、各企業と

も経営環境は厳しい状況です。 

 公共工事が減少する中、全てのランクを満

足させるようなものは難しいと思いますが、

特に下位ランクは厳しい状況にあり、下請保

護や県内業者の受注機会の確保の推進は、今

後も強力に進めていただきたい。 

 また、行き過ぎた価格競争により、落札率

が低下し、採算性の悪化や利益が出にくい状

況にあります。最低制限価格や積算単価の引

き上げの検討も必要だと思います。 

 そこで、執行部に対して、１、下請工事で

も利益が出るような元請と下請への指導の徹

底、２、最低制限価格や積算単価の引き上げ

の要望、３、総合評価落札制度における地域

貢献度の評価のあり方、以上について、引き

続き検討を行うよう要望したいと思います。 

 以上、よろしくお願いします。 

 

○井手順雄委員 それは文書で出せばよかじ

ゃなかですか、委員会から。 

 

○森浩二委員長 じゃあ、今の件について、

委員会より要望書を出させていただきます。 

 

○早田順一委員 この検証委員会というの

は、本年度ずっと続いていくんでしょうか。 

 

○森浩二委員長 普通の建設常任委員会で検

討する場を持っているんです。だから、第４

回となる。 

 

○早田順一委員 じゃあ、執行部からの答え

というのは委員会で受けていくわけですか。

別にするというわけじゃないですね。 

 

○森浩二委員長 そうそう、委員会で受ける

ことになる。 

 じゃあ、次に、その他に入りたいと思いま

すが、何かありますか。ないですね。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 なければ、以上で本日の議

題は全て終了いたしました。 

 それでは、これをもちまして第４回建設常

任委員会を閉会いたします。委員各位、執行

部の皆さん、大変御苦労さまでした。終わり

ます。 

  午後３時22分閉会 
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